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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

１．建設業の現状と課題
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建設産業は､地域のインフラの整備やメンテナンス等の担い手であると同時に､地域経済・雇用を支え､災害時には、

最前線で地域社会の安全・安心の確保を担う地域の守り手として、国民生活や社会経済を支える大きな役割を担う

【ミシシッピ川に係る
高速道路橋の落橋
事故（2007年米ミネソタ州）】
（出典：MN/DOT)

香川・徳島県境無名橋
（鋼２径間単純トラス橋）の
落橋（２００７年）

【インフラメンテナンスの必要性】【災害の応急対応】

▼社会資本の老朽化による被害

建設産業の役割

【通行不能の交差点での応急工事】
（国道443号寺迫（益城町））

【道路啓開（倒木、崩壊土砂の撤去）】
（県道45号阿蘇講公園菊池線）

建設産業の役割

○（一社）熊本県
建設業協会

地震直後より、
熊本県との
「大規模災害
時の支援活
動に関する協
定」により支
援活動を実
施

○（一社）仙台建設
業協会 3月11日地震
直後より避難所の
緊急耐震診断等を
実施。同日午後6時
には若林区の
道路啓開作業を開始

作
業
後

東日本大震災

熊本地震
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政府投資額（兆円）

民間投資額（兆円）

就業者数（万人）

許可業者数（千業者）

（年度）
出典：国土交通省「建設投資見通し」・「建設業許可業者数調査」、総務省「労働力調査」
注１ 投資額については令和３年度（2021年度）まで実績、令和４年度（2022年度）・令和５年度（2023年度）は見込み、令和６年度（2024年度）は見通し

※平成27年度の建設投資額から建築補修（改装・改修）投資額を新たに計上している
注２ 許可業者数は各年度末（翌年３月末）の値
注３ 就業者数は年平均。平成23年（2011年）は、被災３県（岩手県・宮城県・福島県）を補完推計した値について平成22年国勢調査結果を基準とする推計人口で遡及推計した値

○ 建設投資額はピーク時の平成４年度：約84兆円から平成22年度：約42兆円まで落ち込んだが、その後、増加に転じ、
令和６年度は約73兆円となる見通し（ピーク時から約13％減）。 

○ 建設業者数（令和６年度末）は約48万業者で、ピーク時（平成11年度末）から約20％減。
○ 建設業就業者数（令和６年平均）は477万人で、ピーク時（平成９年平均）から約30％減。

建設投資、許可業者数及び就業者数の推移

（兆円） （千業者、万人）

就業者数のピーク
685万人（H9年平均）

就業者数
ピーク時比
▲30.4%

477万人
（令和６年平均）

484千業者
（令和6年度末）

許可業者数
ピーク時比
▲19.5%

73.2兆円
（令和６年度見通し）

建設投資
ピーク時比
▲13.0％

許可業者数のピーク
601千業者（H11年度末）

建設投資のピーク
84兆円（H4年度）

就業者数：619万人
許可業者数：531千業者

4



（参考）【九州】建設投資、許可業者数及び就業者数の推移
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千業者、万人兆円

年度

民間建設投資（H28以降建築）

政府建設投資（H28以降土木）

建設業許可業者数

建設業就業者

政府投資のピーク

4兆円（H10年度）

建設投資の以前のピーク

7.7兆円（H6年度）
許可業者のピーク

6万4千人（H11年度）

就業者数のピーク

73万3千人（H11年平均）

○建設投資額（令和６年度見通し）は前年度５．４％増の８．１０兆円。（過去最大）

○建設業者数（令和６年度末）は約５.１万業者で、ピーク時（１１年度末）から約１９．２％減。            
○建設業就業者数（令和６年平均）は約５５万人で、ピーク時（１１年平均）から約２５．０％減。

ピーク時（Ｈ６）の５０.４％

↑

全国比１１．１％
全国比１０．７％
全国比１１．５％

建設投資(全体)
8.1兆円（過去最大）

就業者ピーク時比
▲25.0%

許可業者ピーク時比
▲19.2%

建設投資(民間)
5兆円（過去最大）

建設投資(政府)
ピーク時比
▲23.0%

民間投資の以前のピーク

4.3兆円（H2年度）

資料： 投資額については令和3年度まで実績、R4年度・5年度は見込み、令和6年度は見通し
（Ｈ２９以降は、建築＝民間投資、土木＝政府投資として作成している）
許可業者数は、国土交通省調べ（各年度末現在）
就業者数は、総務省及び沖縄県の「労働力調査」より作成（年平均） 5
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		H17		H17		H17		H17

		H18		H18		H18		H18

		H19		H19		H19		H19

		H20		H20		H20		H20

		H21		H21		H21		H21

		H22		H22		H22		H22

		H23		H23		H23		H23

		H24		H24		H24		H24



政府建設投資（H28以降土木）

民間建設投資（H28以降建築）

建設業許可業者数

建設業就業者

年度

兆円

千業者、万人

2.703

3.8596

54.265

65.5

2.7699

4.3488

54.9

67.6

2.9479

4.1197

55.905

69.6

3.1941

4.1163

55.813

66.7

3.5438

3.8895

56.985

67.6

3.7936

3.859

57.925

69.7

3.6724

3.5758

58.507

72.9

3.606

3.9677

59.475

72.6

3.589

3.4271

59.944

72.1

3.9737

3.2223

61.793

72.2

3.7085

3.2127

63.517

73.3

3.8919

3.0759

62.577

71.2

3.6147

2.685

61.582

69.3

3.2775

2.4486

59.958

69.3

2.8801

2.4477

60.577

66.6

2.4292

2.5137

60.818

61.7

2.3265

2.5614

58.863

62.3

2.2746

2.6832

56.949

60.9

2.132

2.5401

55.205

59.2

2.1207

2.4261

55.121

57.2

2.1284

1.9097

55.454

55.3

2.3164

1.8199

53.685

57.5

1.803

2.053

51.844

54.5

1.7332

2.1387

50.296

53
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1
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全産業（５５歳以上）

建設業（５５歳以上）

全産業（２９歳以下）

建設業（２９歳以下）

○建設業就業者は、55歳以上が36.7％、29歳以下が11.7%と高齢

化が進行し、次世代への技術承継が大きな課題。

出典：総務省「労働力調査」 （暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１

出典：総務省「労働力調査」（暦年平均）をもとに国土交通省で作成※１※２

技能者等の推移 建設業就業者の高齢化の進行

（※１ 平成23年データは、東日本大震災の影響により推計値 ※２ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない）

建設業就業者の現状

建設業：５５歳以上は約４割

全産業（５５歳以上）

建設業：２９歳以下は約１割

全産業（２９歳以下）455 331 300

41 

31
39

10.45%

8.00%

7.03%

6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

8.00%

8.50%

9.00%

9.50%

10.00%

10.50%

11.00%
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6

H2
8

H3
0 R2 R4 R6

建設業従事者数と全産業に占める割合の推移

技能者 技術者
管理的職業・事務従事者 販売従事者等
全産業に占める建設業従事者の割合

477

（％）

＜就業者数ピーク＞  ＜建設投資ボトム＞    ＜最新＞

○建設業就業者：  685万人（H9） → 504万人（H22） → 477万人（R6）

○技術者 ： 41万人（H9） → 31万人（H22） → 39万人（R6）

○技能者 ：  455万人（H9）  →   331万人（H22） →  300万人（R6）

（万人）

685

504

6



年齢階層別の建設技能者数

○60歳以上の技能者は全体の約４分の１(25.8%)を占めており、10年後にはその大半が引退することが見込まれる。
○これからの建設業を支える29歳以下の割合は全体の約12％程度。若年入職者の確保・育成が喫緊の課題。

出典：総務省「労働力調査」（令和６年平均）をもとに国土交通省で作成※

1.9 

12.6 

20.8 

22.0 

23.3 

27.7 

38.4 

42.8 

32.7 

27.0 

50.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

15～19歳

20～24歳

25～29歳

30～34歳

35～39歳

40～44歳

45～49歳

50～54歳

55～59歳

60～64歳

65歳以上
（年齢階層）

（万人）

77.4万人
25.8％

35.2万人
11.7％

（※ グラフ上の数値は、記載単位未満の位で四捨五入してあるため、総数と内訳の合計とは必ずしも一致しない） 7



8

493 

527 

407 
443 

300

350

400

450

500

550

全産業(非正規除く）

建設業（生産労働者）

年収額
（万円／年）

全産業（非正規除く） ＋3.7％

建設業（生産労働者） ＋2.6％

令和6年の対前年伸び率

（出典） 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（10人以上の常用労働者を雇用する事業所）
※ 年収額＝所定内給与額×12＋年間賞与その他特別給与額

• 全産業（非正規除く）のうちH9～H16は、毎月勤労統計調査の全産業（パートタイム労働者除く）における対前年比から推計。
• 建設業（生産労働者）とは、建設現場で直接建設作業に従事する労働者を指す。R2以降は、建設業の「建設・採掘従事者」、「生産工程従事

者」、「輸送・機械運転従事者」を加重平均して推計。

賃金の推移（建設業と他産業との比較）

84万
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33.8% 11.8% 43.0% 6.3% 4.6%
0.4%

38.0% 11.7% 38.0% 7.0%
4.7%

0.6%

11.1% 11.1% 39.5% 19.8% 16.0%
2.5%

15.1% 17.0% 34.0% 20.8% 11.3% 1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
4週8休(週休2日)以上 4週7休程度 4週6休程度 4週5休程度 4週4休程度以下 不定休

25.8% 14.1% 39.0% 12.0% 8.5%
0.7%

21.2% 13.2% 43.4% 12.3% 9.3%
0.7%

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」

年度報より国土交通省作成

出典：国土交通省「適正な工期設定による

働き方改革の推進に関する調査」

（令和６年８月６日公表）

建設業における平均的な休日の取得状況

全体

公共工事
の受注が
ほとんど

民間工事
の受注が
ほとんど

技術者

技術者

技能者

技能者

技能者

技術者
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H3
0 R1 R2 R3 R4 R5 R6

調査産業計 建設業 製造業

産業別年間実労働時間
（時間）

○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

公共・民間どちらにおい

ても４週６休が最多
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255
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6

H2
7

H2
8
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9
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0 R1 R2 R3 R4 R5 R6

調査産業計 建設業 製造業

産業別年間出勤日数 ○厚生労働省「毎月勤労統計調査」
パートタイムを除く一般労働者

（日）

【建設業と全産業の比較】

出勤日数：+１０日

年間総実労働時間：+４８時間

建設産業における働き方の現状

民間工事において、「4週8休(週休2日)以上」の割合が極めて低い状況



Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

２．担い手の処遇改善に向けた取組
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建設業団体との賃上げ等に関する車座 （R7.2.14）

日 時：令和７年２月１４日 18:20～18:50

出 席 者：石破内閣総理大臣、赤澤新しい資本主義担当大臣、中野国土交通大臣、

橘内閣官房副長官、青木内閣官房副長官、森内閣総理大臣補佐官、矢田総理補佐官

出席団体：日本建設業連合会、全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会

開催概要

 技能者の賃上げについて、（略） 民間工事も含め、「おおむね

６％の上昇」を目標とし、その達成のための取組を強力に推進

すること、

 （生産性向上について、）（略）省力化投資促進プランも踏まえ、

各団体において、具体的な目標・期限を定めた計画を早急に

策定し、（略） 業種・職種に応じた効果的な取組を推進する

ことを国土交通省と建設業団体との間で申し合わせ。

石破内閣総理大臣から、

 申合せをした目標の実現に向け、建設業法等の改正法の活用

や価格転嫁の取組、標準労務費の設定を進めるようお願いする

ほか、建設業が、「給与がよく、休暇が取れ、希望が持てる、

かっこいい」新４Kの実現を目指して、全力で取り組んでまいり

ますとの発言。 車座対話の様子

出典：官邸HP
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令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について

19,121 19,116 
18,584 

16,263 15,871 15,394 
14,754 

14,166 13,870 13,723 13,577 13,351 13,344 13,154 13,047 13,072 

15,175 
16,190 

16,678 
17,704 18,078 

18,632 
19,392 

20,214 20,409 
21,084 

22,227 

23,600 

24,852 

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

26,000
公共工事設計労務単価 全国全職種平均値の推移

H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R02 R03 R04 R05 R06 R07 H24比

全  職  種 +15.1%→ +7.1% → +4.2%→ +4.9%→ +3.4%→ +2.8%→ +3.3%→ +2.5%→+1.2%→ +2.5%→ +5.2%→ +5.9% → +6.0% +85.8%

主要12職種+15.3%→ +6.9% → +3.1%→ +6.7%→ +2.6%→ +2.8%→ +3.7%→ +2.3%→+1.0%→ +3.0%→ +5.0%→ +6.2% → +5.6% +85.6%

参考：近年の公共工事設計労務単価の単純平均の伸び率の推移

注1）金額は加重平均値にて表示。平成31年までは平成25年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出し、令和2年以降は令和2年度の標本数をもとにラスパイレス式で算出した。
注2）平成18年度以前は、交通誘導警備員がA・Bに分かれていないため、交通誘導警備員A・Bを足した人数で加重平均した。
注3）伸び率は単純平均値より算出した。

建設投資の減少に伴う労働需給
の緩和により下降

１３年連続の上昇

単価算出手法の大幅変更
・必要な法定福利費相当額の反映を実施

（円）

（１）最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定
（２）時間外労働の上限規制に対応するために必要な費用を反映

単価設定のポイント

全 職 種（24,852円）令和６年３月比；＋６．０％（平成24年度比；＋８５．８％）

主 要 1 2 職 種（23,237円）令和６年３月比；＋５．６％（平成24年度比；＋８５．６％）

全 国
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令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について

（1）最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定

（2）時間外労働の上限規制への対応に必要な費用を反映

※「主要12職種」は通常、公共工事において広く一般的に従事されている職種

注）金額は加重平均値、伸率は単純平均値で算出

職種 全国平均値 令和６年度比 職種 全国平均値 令和６年度比

特 殊 作 業 員 27,035円 ＋５．６％ 運転手（一般） 24,605円 ＋５．４％

普 通 作 業 員 22,938円 ＋５．３％ 型 わ く 工 30,214円 ＋５．１％

軽 作 業 員 18,137円 ＋６．８％ 大 工 29,019円 ＋６．３％

と び 工 29,748円 ＋４．８％ 左 官 29,351円 ＋６．８％

鉄 筋 工 30,071円 ＋５．９％ 交通誘導警備員Ａ 17,931円 ＋５．７％

運転手（特殊） 28,092円 ＋５．０％ 交通誘導警備員Ｂ 15,752円 ＋５．７％

主要１２職種

全国

全 職 種 （24,852円） 令和６年３月比；＋６．０％

主要 1 2職種※ （23,237円） 令和６年３月比；＋５．６％

ポイント
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公共工事設計労務単価の概要

○改定：毎年10月、国、都道府県、政令市等発注の公共工事に
従事する建設労働者（約１１万人）の賃金支払い実態を
調査し、2月に単価を公表、3月に改定。

○留意事項：
・公共工事設計労務単価は、個々の契約（下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金）を拘束するものではない

・法定福利費（事業主負担分）や、労働者の雇用に伴う会社負担の諸経費（労働者の募集・解散に要する費用、作業用具・被服に要する費用、

労働者の宿泊・送迎費等）は含まない。（これらは別途、間接工事費にて計上されている）

・時間外・休日・深夜の手当は含まない（必要に応じ発注者が別途積算）

賃金

定期の賃金

基本となる賃金 ①基本給相当額

時間外割増賃金、休日割増賃金など

 家族手当、現場手当、役付手当、技能手当など

通勤定期の支給、食事の支給など

③実物給与

②基準内手当

賞与、退職金など

④臨時の給与

工具手当（経費に関するもの）、突貫手当など

割増賃金

諸手当

実物給与

臨時の賃金等

○ 予定価格では、１日８時間労働（時間外・休日労働なし）を前提として積算。

○ このため、設計労務単価は、支払い賃金から時間外割増賃金等を除いた上で、１日８時間労働に相当する額に換算し設定。（次の①～④）

公共工事設計労務単価の構成

○性格：公共工事の予定価格の積算用単価
（51職種、都道府県ごとに設定）

○法令：予算決算及び会計令第80条第２項
           「予定価格は、・・・・取引の実例価格、・・・等を考

慮して適正に定めなければならない。」 請負工事費

消費税相当額

工事価格

一般管理費等

工事原価

間接工事費
共通仮設費

現場管理費

直接工事費 【歩掛×単価】

労務単価

資材単価
機械経費

歩掛（数量） ×

予定価格の積算体系

・現場労働者の募集等
に要する経費

・法定福利費 等

・現場の安全費 等

・会社（本支店）の必要
経費、適正利潤 等

共通仮設費
・現場の安全費 等

現場管理費
・現場労働者の募集等

に要する経費
・法定福利費

（事業主負担分） 等

労働者の雇用に伴う会社負担の諸経費が含まれる

（参考）公共工事設計労務単価の概要
※

※土木の積算体系
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技能者にカードを交付

＜建設キャリアアップシステムの概要＞

技能者が現場入場の際に
カードタッチで履歴を蓄積
ピッ！

工事情報を登録し、
カードリーダーを設置【技能者情報】

・本人情報
・保有資格
・社会保険加入 等

社会保険加入の確認、施工体制台帳の作成 など

 建設キャリアアップシステム（CCUS）の概要

15

目的

「建設キャリアアップシステム」は、技能者の資格や現場就業履歴等を業界横断的に
登録・蓄積し、 技能・経験に応じた適切な処遇につなげようとするもの

技能者の技能・経験に応じた処遇改善を進めることで、①若い世代がキャリアパスの
見通しをもて 、②技能者を雇用し育成する企業に人が集まる建設業を目指す

また、社会保険加入の確認や施工体制の確認などの現場管理を効率化し、生産性
向上を目指す

技能者の処遇

人材確保

生産性向上

経験や資格に応じたレベル判定

経験・技能に応じた処遇

現場管理での活用

レベルに応じた賃金支払い

就業履歴の蓄積 能力評価の実施技能者・事業者の事前登録

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4

見習い

中堅
技能者

職長

登録基幹
技能者

指導者

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定

昇格
評定



CCUSレベル別年収の概要（令和7年12月改定）

◎建設キャリアアップシステム（CCUS）の能力評価に応じた賃金の実態を踏まえ、公共工事設計労務単価が賃金として支払われ

た場合に考えられるレベル別年収を算出。

◎レベル別年収の試算の公表を通じて、技能者の経験に応じた処遇と、若い世代がキャリアパスの見通しを持てる産業を目指す。

◎目標値と標準値の２つの水準の値を設定し、適正な賃金として目標値以上の支払いを推奨するとともに、標準値を下回る支払

い状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する。

ブロック別  （  全  分 野  ）（年収）

＜試算条件＞ • CCUSレベル別年収は、公共事業労務費調査（令和６年１０月調査）の結果をもとに、CCUSの能力評価分野・レベル別に分析して作成

• 労務費調査においてレベル評価されていない標本点も経験年数と資格を基にレベルを推定 （レベル1相当：5年未満、レベル2相当：5年以上10年未満、レベル3相当：10年以上又は一級技能士、レベル4相当：登録基幹技能者）

• 労務費調査の各レベルの標本において、「目標値」の値は平均以上、「標準値」の値は下位15%程度の当該ブロックの年収相当として作成。

本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない。

レベル1(単位：万円) レベル2(単位：万円) レベル3(単位：万円) レベル4(単位：万円)

( 標準値～目標値 ) ( 標準値～目標値 ) ( 標準値～目標値 ) ( 標準値～目標値 )

全 国 385 ~ 523以上 420 ~ 587以上 444 ~ 645以上 550 ~ 719以上

北 海 道 356 ~ 483以上 388 ~ 543以上 411 ~ 597以上 508 ~ 665以上

東 北 412 ~ 559以上 449 ~ 628以上 475 ~ 690以上 588 ~ 769以上

関 東 412 ~ 559以上 449 ~ 628以上 476 ~ 691以上 588 ~ 769以上

北 陸 391 ~ 532以上 427 ~ 597以上 452 ~ 657以上 559 ~ 732以上

中 部 408 ~ 555以上 446 ~ 623以上 472 ~ 685以上 584 ~ 763以上

近 畿 378 ~ 513以上 413 ~ 577以上 437 ~ 634以上 540 ~ 706以上

中 国 329 ~ 447以上 359 ~ 502以上 380 ~ 552以上 470 ~ 615以上

四 国 351 ~ 477以上 383 ~ 535以上 405 ~ 589以上 501 ~ 656以上

九州・沖縄 365 ~ 496以上 399 ~ 557以上 422 ~ 613以上 522 ~ 683以上

参考①特殊作業員 404 ~ 544以上 443 ~ 612以上 449 ~ 662以上 569 ~ 744以上

参考②普通作業員 342 ~ 462以上 375 ~ 519以上 381 ~ 562以上 483 ~ 631以上
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建設キャリアアップシステムの利用状況（2025年12月末）

技能者の登録数

事業者の登録数

就業履歴数

177万人が登録

※労働力調査（R6）における建設業技能者数：300万人

30.6万社が登録

※うち一人親方は10.6万社

現場での利用は増加傾向
累積就業履歴数 24,000万突破

※12月は549万履歴を蓄積

出所：建設業振興基金データより国土交通省
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※事業者の登録数は、有効期限の更新をしなかった事業者の数を差し引いている 17



（参考） 技能者の能力評価制度の概要

＜現場での能力・経験の蓄積＞

◎  経験 （就業日数）
◎  知識・技能 （保有資格）
◎  マネジメント能力
（登録基幹技能者講習・職長経験）

建設キャリアアップシステムに
技能者の資格と経験を蓄積

技能者の技能レベルに応じた4段階のカードを発行

高度なマネジメ
ント能力を有す
る技能者（登録
基幹技能者等）

職長として現場
に従事できる
技能者

中堅技能者
（一人前の技能者）

初級技能者
（見習い）

○ 建設キャリアアップシステムに登録される技能者の資格と経験をもとに、能力評価を実施。

○ 能力評価実施団体が策定した能力評価基準（国土交通大臣が認定した４９分野）に基づき、
それぞれの分野の能力評価実施団体において実施。

（令和７年12月末現在 レベル１※：162.5万人 レベル２：4.２万人 レベル３：３.9万人 レベル４：6.4万人）
※レベル判定を受けていない技能者
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CCUS 利用拡大に向けた３か年計画（概要）
○ これまでの５年間の取組を通じて、CCUSの土台となる技能者・事業者の登録が進展。
○ 今後３年間で、改正建設業法に基づく取組と一体となって、この土台を活用した処遇改善や業務効率化の
メリット拡大を図る。

２．CCUSを活用した事務作業の効率化・省力化

３．就業履歴の蓄積と能力評価の拡大

１．経験・技能に応じた処遇改善
○「労務費の基準」に適合した労務費の確保・行き渡りと一
体となって、CCUSの技能レベルに応じた手当・賃金制度
等を普及拡大 等

19

あらゆる現場・あらゆる職種でCCUSと能力評価を実施
技能者や建設企業が実感できるCCUSのメリットを拡充

○CCUSデータを用いて安全衛生書類等の作成を効率化

○建退共の申請事務の抜本的な効率化 等

○技能者・事業者の登録拡大等、就業履歴の蓄積促進策を強化

○能力評価の対象分野の拡大など、技能者のレベル判定の促進策を強化 等

CCUSの土台となる
技能者・事業者登録の拡大
【登録拡大フェーズ】

改正建設業法と一体となった、
処遇改善・業務効率化の拡大
【メリット拡大フェーズ】

処遇確保や業務効率化の
浸透・定着

【定着発展フェーズ】

●今回の「３か年計画」の位置づけ

計画の実施状況を少なくとも年１回フォローアップするとともに、進捗状況を踏まえ必要に応じ見直し

＜令和６年７月２４日公表＞

R６～８



CCUS 利用拡大に向けた３か年計画（ロードマップ）
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R６年度 R７年度 R８年度～

「技能者を大切にする適
正企業」の自主宣言
制度（仮称）の創設

水準の高い取組を行う企業の
認証・インセンティブ強化

CCUSと建退共との連携完結

施工体制台帳の
提出義務合理化

自治体における取組の見える化 就業履歴蓄積状況に
応じた経審加点

都道府県・市町村への働きかけ、
直轄モデル工事推進

技能者アプリの導入
資格証携行義務への対応

CCUS登録と能力評価の
ワンストップ化

建退共のCCUS活用電子申請推進

能力評価分野の拡大（住宅建築、多能工など）

建退共掛金の積立状況の表示

経験・技能に
応じた処遇改
善

CCUSを活用
した事務作業
の効率化・省
力化

連携できるデータの
範囲の拡大（入退場データ等）

労務安全システム等との情報連携

就業履歴の蓄
積と能力評価
の拡大

元請が現場登録しない場合の
就業履歴の蓄積のあり方について検討

インセンティブ
提供

技能者を大切にする適
正企業の評価向上

技能者がアプリで、自
身の経験等のデータを
確認

CCUSの登録データを
活用した事務作業削減

就業履歴を蓄積できな
い現場の解消

能力評価を受けられな
い分野の解消

CCUSと建退共の
完全連携

技能者や建設企業
が実感できる
CCUSのメリット
を拡大

あらゆる現場・
あらゆる職種で
CCUSと能力評価
を実施

CCUSレベルに応じた
手当・賃金等

適正な労務費の
確保・行き渡り 労務費の基準の適用

技能者の処遇改善に資する退職金共済制度の検討

表明保証に関する検討・試行
「建設Gメン」による実地調査

CCUSレベルに応じた手当・賃金等の働きかけ

＜令和６年７月２４日公表＞



〇西松建設（東京）
協力会社の技能者を対象に、ＣＣＵＳレベルを考慮し認定される優良技能者制度を導入。
認定された役職に応じ、ＣＣＵＳの就労履歴の日数に基づき算出される手当を支給。

協力会社の技能者を対象に、CCUSレベルと独自の評価制度を
組み合わせ手当を支給。

②大和ハウス工業（大阪）

協力会社の技能者について、CCUSに登録している場合は、建退共掛金を全額負担。

①谷脇組（北海道）
自社の技能者を対象に、CCUSレベルに応じた「キャリアアップ
手当」を支給。

４．建退共掛金負担

３．昇給・昇格の要件として活用

２．独自の評価・手当制度の要件等として活用１．レベルに応じた手当支給

〇竹中工務店

※役職認定には、CCUSレベルのほか、 資格や表彰実績等も考慮。

〇フクザワコーポレーション（長野）

自社の技能者の昇格基準として、CCUS
レベルを設定。

（役職制度）

（昇格基準）

（手当制度）

〇三井住友建設
等

（月額）

【その他実施している企業】
鴻池組、東急建設 等 21

③松井建設（東京）

〇仙建工業

【その他実施している企業】
清水建設、鹿島建設、奥村組、熊谷組、松村組、竹中土木、
大成建設、長谷工コーポレーション、富士ピー・エス、村本建設 等

一定回数以上CCUSへ就業履歴を蓄積した技能者を対象に、
ＣＣＵＳレベルに応じて報奨金を支給（四半期毎）。

【その他実施している企業】
岡庭建設 等

〇矢作建設工業

【１．経験・技能に応じた処遇改善】

CCUSの能力評価等を活用した処遇改善の取組例



22

＜元請事業者・下請事業者・発注者＞
 ・生産性向上・外国人活躍・他の認定・認証制度を受けている等、各事業者

が取組を自由に記載できることとする。

〇 自主宣言制度とは、建設企業が技能者の処遇改善の取組等を宣言し、それを可視化させることで
評価を可能にすることにより、受注機会の確保等につなげることを目的とした制度。

〇 自主宣言制度は令和7年12月12日より申請受付開始

ア）労務費確保・賃金支払い等のための取組
＜元請事業者・下請事業者・発注者＞

・ 労務費、材料費等の内訳を明示した見積書を作成すること
・ 下請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書

の内容を考慮・尊重すること
・ 技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと
・ 担い手の育成に取り組むこと
・ 国が建設工事に従事する者の適正な処遇の確保等を図るため行う調査に

協力すること。
＜発注者＞
   ・ 元請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明示された見積書

の内容を考慮・尊重すること

イ）CCUS の活用
＜元請事業者＞

以下の①～③から、自社で取り組む内容を選択する（①又は②は必須。③
は技能者を雇用している場合は必須。）。

① 全ての現場において、CCUS を利用する全ての技能者が就業履歴を
蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進に取り組むこと。

②CCUS を利用する技能者が就業履歴を蓄積できるよう、必要な環境整
備に取り組むこと。

③ 雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行うこと。
＜下請事業者＞

・ 雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行うこと。

ウ）宣言企業との取引優先
＜元請事業者・下請事業者・発注者＞

・ 取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮すること。

必
須
項
目

任
意
項
目

自
主
宣
言
項
目

〇自主宣言項目の内容に沿った宣言内容を記載
〇宣言提出日となる「宣言日」を記載
〇宣言内容をいつから取り組むかの「取組開始日」を記載し提出

【１．経験・技能に応じた処遇改善】

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」について



「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」への参加方法

宣言企業は、シンボルマークを使用可能とし、企業一覧をＨＰで公表。また、宣言企業に対して、経営事項審査における加点等のインセンティブを
講じることを検討を行っている。これらを通じて

・建設技能者を大切にし、処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者として評価され、就業者に選ばれる。
・事業活動に必要な就業者を安定的に確保
・発注者からエンドユーザーに至るまでサプライチェーンの中で適切に評価される。

参加することの効果

※自主宣言への詳しい参加方法等については、ポータルサイトをご参照ください。
〇申請ポータルサイト： https://jishusengen.mlit.go.jp
令和7年12月12日（金）より申請受け受け開始

自主宣言への参加の流れ

自主宣言は以下の立場で行うことができます。
①元請事業者、②下請事業者、③発注者どの立場で宣言を行うか選択してください。

０１ 自主宣言の立場の選択

宣言する立場により必須項目内容が異なりますので、立場に応じた検討をお願いいたします。０２ 必須項目の検討

元請事業者 下請事業者 発注者

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと 等

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・技能者の適切な処遇を確保するための取組を行うこと 等

労務費確保・賃金支払い等のための取組
・元請事業者から提出される労務費、材料費等の内訳が明
示された見積書の内容を考慮・尊重すること

CCUS の活用
・全ての現場において、CCUS を利用する全ての技能者が就

業履歴を蓄積するよう、必要な環境整備や履歴蓄積の促進
に取り組むこと。 等

CCUS の活用
・雇用する全ての技能者について、詳細型の技能者登録を行
うこと

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮するこ
と。

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮するこ
と。

宣言企業との取引優先
・取引先の選定に当たり、宣言を行っていることを考慮するこ
と。

「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の必須項目（一部抜粋）
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 CCUSに登録されている情報を民間の労務安全システム等で利用することを可能とし、データ入力作業を効率化
 現在、各民間システム会社において、必要となるシステム改修等が進められており、早ければ本年度内にCCUSから連携
された情報を活用したサービスを提供開始予定。 

これまで これから

CCUS

民間
システムA

CCUSと民間の労務安全システム等に、それぞれ同じ
情報を入力

CCUS

民間
システムA

CCUSに登録されている情報（例：技能者の氏名、資格情報、
社保加入状況）を民間システムへ共有し、各民間システム
の入力項目を削減

同じ情報を何回も入力する
必要があり手間

民間
システムC

民間
システムB

民間
システムC

民間
システムB

元請事業者X

元請事業者Y

元請事業者Z

元請事業者X

元請事業者Y

元請事業者Z

下請事業者 下請事業者
24

【2.CCUSを活用した事務作業の効率化・省力化】

労務安全システムとの情報連携による事務の効率化

入
力
不
要

システム上共有



建設キャリアアップシステム（CCUS）のスマホアプリ「建キャリ」で、CCUSへ登録した資格者証の
画像を表示することで、資格確認に活用できます！

 今後、法令上携行義務等が課されている資格を含め、活用可能な場面を拡大していきます。

【利用できる資格】

○労働安全衛生法に基づく特別教育

○労働安全衛生法に基づく職長教育、安全衛生責任者教育

○登録基幹技能者

資格者証を取り出して提示 スマホ１つで簡易に証明
→資格者証の携行不要！

これまで これから

※資格者証の原本は大切に保管してください。
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【2.CCUSを活用した事務作業の効率化・省力化】

スマホアプリ「建キャリ」の活用で資格者証の携行が不要に！



１．就業履歴の蓄積を促進する取組

※下線太字は、義務化モデル工事・減点措置を実施している自治体

（２）総合評価で就業履歴の蓄積状況を評価

蓄積率２５％以上 評点 １．０点

蓄積率２５％未満 評点 ０．５点

最低基準 目標基準

平均登録事業者率 ７０％ ９０％

平均登録技能者率 ６０％ ８０％

平均就業履歴蓄積率 ３０％ ５０％

○履歴を蓄積した技能者の割合（実人数ベース）で評価（宮崎県）

就業履歴蓄積率（＝「履歴蓄積した技能者数」÷「現場入場した技能者数」）等を評価基準に設定。
目標基準を達成した場合に加点、義務化工事では最低基準を達成できなかった場合に減点。

【取組自治体】
新潟市、福井県、名古屋市、広島県、徳島県、愛媛県、熊本県、
宮崎県、鹿児島県、沖縄県

①履歴を蓄積した技能者の割合（延べ人数ベース）で評価（広島県）

就業履歴蓄積率（＝「履歴蓄積した技能者の延べ人数」÷「現場

入場した技能者の延べ人数」）に応じて加点評価。

②蓄積率が高い技能者の人数で評価（滋賀県）

３名以上の建設技能者（※）が、工事期間中の就業日数の
90％以上で就業履歴を蓄積する場合に加点評価。

※ 管理技術者及び現場代理人を除く

CCUSモデル工事や総合評価において、CCUSへの就業履歴の蓄積状況に応じ加点（減点）評価することにより、CCUSへの
就業履歴の蓄積を促進。

（評価基準例）

（１）モデル工事（義務化／活用推奨）の工事成績評定で就業履歴の蓄積状況を評価

（評価基準例）

入札時に評価基準を満たすことを宣言することで加点評価。宣言通り実施されていない場合、工事成績評定で減点。
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【3.就業履歴の蓄積と能力評価の拡大】

公共工事におけるＣＣＵＳ活用促進取組事例



公共工事におけるＣＣＵＳ活用促進取組事例

２．適切な履歴蓄積につなげる取組

３．利用負担を軽減する取組

モデル工事等において、利用実績に基づきカードリーダー費用や現場利用料を補助。

（助成例）
• カードリーダー設置費用 ： 新規購入に限り最大３万円まで（原則１工事１台）
• カードタッチ費用    ： 現場利用料の明細等に基づき費用を計上

【取組自治体】
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、群馬県、
埼玉県、千葉県、神奈川県、富山県、山梨県、岐阜県、
三重県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、
福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県、さいたま
市、千葉市 ほか

就業履歴を能力評価につなげるためには、
CCUSに職種・立場が登録された上で、
履歴が蓄積されることが必要。

基準

施工体制技能者登録 施工体制技能者登録率６０％以上。（全計測日の平均値）

（山梨県の例）

工期中に、受注者にCCUSの就業履歴情報を求め、職種や立場等必要な情報が登録されていない場合は改善指導。

【取組自治体】 埼玉県、山梨県

【取組自治体】 山梨県

モデル工事における評価基準（技能者登録率）について、CCUSで施工体制技能者登録が完了した者に限定。

（１）前提となる施工体制技能者登録の促進

（２）職種・立場の登録の指導

単に「技能者登録率」として、CCUSに技能者登録されているかどうかのみを判断しているケースもある

【参考】能力評価につながらない履歴の例（CCUSの就業履歴一覧の画面）
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○CCUSへ新規に技能者登録を申請する際、同時に能力評価申請を行うことを可能とし、１回の申請で能力評価

結果を反映したカードを発行

○カード発行が１回になり、その分の費用（１，０００円）も軽減 【２０２５年３月供用開始】

これまでの申請方法 これからできる申請方法

能力評価実施団体

技能者登録申請

白カード発行

能力評価申請

色つきカード発行

能力評価実施団体

技能者登録
申請

能力評価
申請

色つきカード発行

白カード
発行後・・・

連携

※能力評価申請は経歴証明の利用が前提となるため、所属事業者等による
代行申請に限る。

評価結果
登録
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【3.就業履歴の蓄積と能力評価の拡大】

CCUS技能者登録と能力評価手続のワンストップ化



建設業の働き方改革の取組

○これまでの働き方改革の取組によって、
建設業の労働時間は他産業よりも大きく減少したが、なお高水準。

○令和６年４月から適用された時間外労働の上限規制に的確に対応
するとともに、将来にわたって担い手を確保していくため、
働き方改革に取り組む必要。

1.規制内容の周知徹底

・ リーフレットや会議等で、建設業界、発注者へ周知・要請
・ 一般国民にも動画等によって周知･啓発

３. 適正な工期設定

・ 労働時間削減のノウハウ等を整理した好事例集を作成･横展開
・ 建設業従事者が活用可能なICT機器導入支援策の周知・拡大
・ 直轄工事における工事関係書類の簡素化

２.公共工事における週休２日工事の対象拡大
〔直轄〕 週休２日が定着。他産業と遜色ない多様な働き方を支援
〔都道府県〕 原則全工事で週休２日を目指して取組を一層強化
〔市町村〕 国と都道府県が連携し全市町村での導入を働きかけ

■建設業者向けリーフレット
（厚生労働省）

■動画による広報
（厚生労働省）

４.生産性の向上

最近の働き方改革の取組

・ 中央建設業審議会が「工期に関する基準」を策定(R6.3改定)
<改定の主な内容>
○注文者は、時間外労働規制を遵守して行う工期の設定に協力
○自然要因（猛暑日）における不稼働を考慮して工期設定

→ 基準を踏まえた適正工期の設定を自治体･民間発注者へ働きかけ
・ 適正な工期の確保、建設業従事者の処遇改善に向け、厚労省
と連名で官民発注者に要請
・ 建設Gメンが実地調査し、是正指導

2027
2004

1939

21…
2099

1987

1900

1950

2000

2050

2100

H24 H26 H28 H30 R2 R4 R6

(▲112)

（時間）

48時間

（年度）

出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」
 パートタイムを除く一般労働者

産業別年間実労働時間

建設業

全産業

(▲65)
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３．改正建設業法等の全面施行
（R7.12.12～）
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・建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、担い手の確保が困難。

出典： 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和5年）

（ 参 考 １ ） 建 設 業 の 賃 金 と 労 働 時 間

建 設 業 ※    4 3 2 万 円 / 年 2 , 0 1 8 時 間 / 年
全 産 業 5 0 8 万 円 / 年 1 , 9 5 6 時 間 / 年

（ 参 考 ２ ）  建 設 業 就 業 者 数 と 全 産 業 に 占 め る 割 合 (  ) 内

 [ H 9 ] 6 8 5 万 人 （ 1 0 . 4 ％ ）  ⇒  [ R 5 ]  4 8 3 万 人 （ 7 . 2 ％ ）

背景・必要性

出典： 総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善
労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁
賃金の引上げ

・建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、時間外労働規制等にも対応しつつ、
処遇改善、働き方改革、生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ 3 . 1 % ）（ ▲ 1 5 . 0 % ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典： 厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和５年度）

概要

○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化
国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○「労務費に関する基準」の勧告
・中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止

国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表 （違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象（リスク）の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化 
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※

※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

○長時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）

○ICTを活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化（ICTの活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

令和６年法律第４９号
令和６年６月14日公布

黄色部分：令和７年12月12日施行
それ以外：令和６年施行済１．労働者の処遇改善

建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の
一部を改正する法律（概要）

令和６年施行により中建審に作成権限が付与
→令和７年12月２日に作成され、実施が勧告
された

３．働き方改革と生産性向上
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 32

４．九州地方整備局建政部における取組



令和7年度 各首長・民間発注者団体への働きかけ

【概 要】
・令和７年１２月の改正建設業法、入契法の全面施行を
受け、各首長（市長会、町村長会）や、民間発注者団
体へ、法改正の趣旨、改正点等について説明し、持続
可能な建設業の実現に向けて働きかけを実施。
次年度においても、引き続き実施予定。

市
町
村
長

熊本県町村会 佐賀県町村会

民
間
発
注
者
団
体

（調整中）
鹿屋商工会議所
佐賀商工会議所
佐賀県宅建協会（北部）
長崎県宅建協会
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＜商工会議所＞
○大分商工会議所               令和８年 １月１９日（月）
○川内商工会議所 令和８年 ５月 ７日（木）※予定
＜宅建協会＞
○大分県宅建協会研修会 令和７年１２月 １日（月）
○宮崎県宅建協会県南・県央・県北研修会 令和８年 ２月２日（月）～４日（水）
○熊本県宅建協会研修会 令和８年 ２月１３日（金）※予定
○佐賀県宅建協会佐賀南研修会 令和８年 ２月１７日（火）※予定

大分商工会議所

○熊本県町村会審議員会（出席者：県内１０町村長）
日 時：令和７年１２月１８日（木）

○佐賀県町村会（出席者：県内１０町長）
日 時：令和８年 １月１４日（水）

○鹿児島県市町村長研修会（出席者：県内市町村長）
日 時：令和８年 ２月１６日（月）※予定

（調整中）
福岡県市長会・町村会
佐賀県市長会
長崎県市長会・町村会
大分県市長会・町村会
熊本県市長会
宮崎県市町村会



建設産業の担い手確保に向けた取組【学校キャラバン（出前授業）】

・建設産業の担い手確保のため、建設業界と行政が一体となって、生徒・保護者・教員に対して、建設産業の社会的役割やものづくりの素晴らしさ
を直接語りかけ交流するプログラム。平成29年度から本格実施（令和２年３年は新型コロナにより未実施）。
・出前授業として、学校に直接出向き、建設産業の紹介や生徒による専門工事業の作業体験等を実施。生徒に建設専門工事業を実際に体験しても
らい、将来の職業選択に活かしてもらう。

○建専連の構成団体による複数の職種の作業体験
○生徒や教育関係者に対する建設産業の魅力アピー
ルと理解確保（特に専門工事業の認知度向上）

○毎年の学校カリキュラムへの導入

特徴・ねらい

令和７年度
・福岡第一高校（出前授業）２年生  令和７年６月６日実施
・福岡工業高校（出前授業）定時制１～４年生  令和７年６月１８日実施
・鞍手竜徳高校（出前授業）２年生                令和８年２月１９-２０日予定
・香椎工業高校（出前授業）２年生                令和8年2月26-27日予定

（参考：過去の実施状況）
平成29年度
・鞍手竜徳高校（現場見学会＋出前授業）
・浮羽工業高校（出前授業） ２校で７３名参加
平成30年度
・鞍手竜徳高校（現場見学会＋出前授業）
・浮羽工業高校（出前授業） ２校で７５名参加
令和元年度
・れいめい高校（出前授業）
・鞍手竜徳高校（現場見学会・出前授業）
・福岡魁誠高校（現場見学会・出前授業）
・筑紫台高校 （現場見学会・出前授業）４校で１４３名参加
令和４年度
・鞍手竜徳高校（出前授業）３年生 ５１名
・福岡第一高校（出前授業）１～３年生 ２６名
・長崎工業高校（出前授業）定時制
・鞍手竜徳高校（出前授業）２年生 ５７名
令和５年度
・鞍手竜徳高校（出前授業）２年生 ４１名
・福岡第一高校（出前授業）２年生 ３０名
令和６年度
・福岡第一高校（出前授業）２年生 （雨天中止）
・鞍手竜徳高校（出前授業）２年生 ４５名

実施（予定）状況

実施状況（R７.２月鞍手竜徳高校）
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